
特 記 仕 様 書
1件 名
宮古島 (7〉 宿舎蒸発散施設整備役務

2場 所
(1),中縄県宮古島市上野字野原97-3 陸上自衛隊千代田宿舎
(2)沖縄県宮古島市城辺字友利133-1 陸上自衛隊友利宿舎

3・ 履行期間
令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月 3¬ 日まで

4概 要
各宿舎における指定箇所の草刈り及び刈草処理

5 -般仕様
(¬ )一般事項
ア 本役務は、本仕様書に基づき誡実に行う。
イ 本役務の実施に当たつては、適用を受ける関係法令等 (条例を含む。)を連守し実施する。
ウ 本仕様書に定められた内容に疑義が生じた場合は、監督官と協議しその指示に従う。
工 本役務の実施に当たり、本仕様書に明記なき事項についても作業上当然処置すべき事項は、受注者の負
担で実施する。

(2)宿舎への立入り及び規則厳守の徹底
ア 宿舎への立ち入り及び行動 (人気取扱い 。通行路等)は、当該宿舎の規制 (部隊諸規則)及び関係者の
指示を厳守して行うものとし、作業地域以外への立入りを禁止する。
なお、やむを得ず当該地域以外への立入りを必要とする場合は、所定の手続きを行う。
イ 宿舎の区域内における車両の通行ルートの安全対策については、受注者において十分管理するものとし、
通行ルート、作業場所周辺の道路等は、土砂等の飛散による粉じんが発生しないように清掃しなければな
らない。
ウ 宿舎の区域内の施設等に損傷与えないよう十分注意して作業する。万―破損させた場合は、速やかに監
督宮及び宿舎の管理者に報告するとともに、受注者の負担において原形に復旧する。また、第二者等に損
害を与えた場合は、受注者の責任において補償する。

(3)作業時間
本役務における作業時間は、8時 30分から17時までとする。ただし、これを超える時間については、
監督官と協議の上、実施する。

(4)提出書類等
ア 本役務の写真は、カメラ (カラー)又はデジタルカメラ (総画素数80万画素数以上及びフアイル形式
JPEC)を 使用し、着手前、作業中、完了時及び監督官の指示するところを撮影し、監督官に提出する。
イ その他の提出書類等は、標津仕様書及び監督官の指示による。

6 役務仕様
(1)予定数量
ア 千代田宿舎 7, 212市 (12回/年) 延べ86, 544ポ
イ 友利宿舎 1, 791耐 (¬ 2回/年) 延べ21, 492耐

(2)実施時期
草刈り作業は、毎月 1回 (第 2週)を基準として実施する。なお、細部の実施日は、監督官と協議のうえ
決定する。

(3)実施要領
ア 草刈りは、示された地域をむらな<実施する。
イ 草刈りの高さは 3 cmを基準とし、見栄えよ<刈り込む。ただし監督官の指示がある場合にはその指示に
よる。

ウ 刈草は、所定の処分場へ搬入を行い適切に処分し、処分量等が記載された伝票等を監督官に提出する。
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